
公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　事業の概要 特別会計名：宍粟市水道事業特別会計

注１　事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合

　　は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記載すること。

２　財政指標等

財政力指数※

実質公債費比率※ （％）

経常収支比率※   （％）

注　平成17年度（又は平成18年度）の公営企業決算状況調査、地方財政状況調査等の報告数値を記入すること。

　なお、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率は、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を

　記載し、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、その構成団体の各数値を加重平均したも

　のを記載すること。（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0

　以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）

３　合併市町村等における公営企業の統合等の内容

注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　ものに限る。）をいう。

４　公営企業経営健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

別添２

17.4(H18)0

基 本 方 針

区　　分

・安全で、良質な水道水の安定供給と使用の推進
・企業としての安定経営の確立
・水道事業の計画的効果的な整備

宍粟市水道事業経営健全化計画

平成１９年度～平成２３年度

宍粟市行革大綱推進計画(H18～22)

市公式ホームページ、市広報誌、議会(産業建設常任委員会への報告)

0

計 画 期 間

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容
　□　旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容
　□　該当なし

　３　□にレを付けた上で内容を記載すること。

　合併期日：平成１７年４月１日
　合併市町：旧山崎町、旧一宮町、旧波賀町、旧千種町
　統合の内容：公営企業会計として実施していたのは旧山崎町内の上水道区域内だけであり、
　　　　　　　統合による変更はない。

内　　　容

計 画 名

職員数※  (H19. 4. 1現在)

末端給水事業（上水道事業）

□適　用　 □非適用

公営企業債現在高（百万円）

9

事　　業　　名

事業開始年月日 昭和6年9月18日 地方公営企業法の適用・非適用

公 表 の 方 法 等

宍粟市長　白谷敏明

利益剰余金又は積立金（百万円）

193円(H17) 5,372

135

資金不足比率    （％）

96.1(H17)

0.365

0

宍粟市

既存計画との関係

団　　体　　名※

構成団体名

累積欠損金   （百万円）

不良債務     （百万円）

資本費

計画策定責任者



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

公営企業金融公庫資金

旧簡易生命保険資金

繰上償還希望額

182

17 16 3 36

繰上償還希望額

旧 資 金 運 用 部 資 金
105 61 16繰上償還希望額

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

82,979

98,647

合　　計

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B)

公営企業で負担するもの (A)-(B)

合　　　計　　　　 (B)

52,305 30,674 0

公営企業で負担するもの (A)-(B) 52,304 30,674 15,669

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合　　計

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

公
営
企
業
債

水道事業債（上水道事業）

合　　　計　　　　 (B)

水道事業債（上水道事業）

水道事業債（簡易水道事業）

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

104,609

61,348

61,348

104,609

15,669

15,669

165,957

181,626

15,669

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合　　計

事業債名

合　　　計　　　　 (A)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

水道事業債（簡易水道事業）

公
営
企
業
債

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

公
営
企
業
債

0 0

52,305 30,674 82,979

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)



Ⅱ　財務状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 料金の見直し

課 題 ② 未収金の回収

課 題 ③ 資産の有効活用

課 題 ④ 維持管理経費の削減

課 題 ⑤ 職員給与費の削減

留 意 事 項

注１　「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記載すること。また、経営指標等につ

　　いて経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

　２　「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維

　　持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体

　　が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記載する。また、経営課題と認識す

　　る理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　３　「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記

　　載すること。

　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

経 営 課 題

内　　　　容

　給水区域内面積5,970haを給水可能とするため、浄水場１箇所、配水
池17箇所、ポンプ場24箇所の施設を配置し、送配水管延長も282kmを設
置しており、類似団体と比べて資本投資が大きい。
　そのため、料金設定も高く設定し、各市町が合併により低い料金に統
一するなか、県下で一番高い料金水準となっている。しかしながら、給
水区域の拡大による料金収入の増加や経費の削減、設備投資費用の減少
により近年では営業収益で１億以上の利益をあげるようになり、留保資
金も１０億を超えている。

簡易水道の統合
　市内に１上水、12簡易水道、3専用水道、１特設水道が存在する。現
在は上水道が公営企業会計、簡易水道が特別会計で運営しているが、
「簡易水道に対する国庫補助制度の見直し」による「特定簡易水道」に
該当する簡易水道であるため、将来全市を上水道区域とした経営に移る
計画を作成中である。

　施設維持管理に関しては、これまでも電力契約の見直しを始めとした
経費削減に努めている。安心安全な水を供給するうえでは一定の固定経
費は必要であり、近年の物価上昇傾向からも今後の大幅な費用の削減は
難しい状況にあるが、今後も更なる改善努力が求められる。

　留保資金に関して金利面で有利な運用を図る。

　平成１７年度決算で給水原価と供給単価がほぼ同一となり、平成１８
年決算では供給単価のほうが2.49円上回る結果となった。企業にとって
は良い傾向であるが、住民に過大な負担を強いていることになるため減
額方針での改定を予定している。

　公営企業職員として独自の採用計画等を持たないため、宍粟市行革大
綱推進計画や宍粟市定員適正化計画に基づくものとする。
　しかしながら、企業会計に占める人件費の割合は大きく、効率的な人
員配置が必要である。

　未収金の早期回収を図る必要がある。



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）
（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 )

614 611 607 638 637 631 553 552 550 548

563 574 579 591 590 587 510 511 511 511

4 1 1 2 5 1 3 3 3 3

47 36 27 45 42 43 40 38 36 34

106 122 109 79 80 69 26 25 23 22

105 119 104 78 77 63 23 22 20 19

105 119 104 78 77 63 23 22 20 19

1 3 5 1 3 6 3 3 3 3

720 733 716 717 717 700 579 577 573 570
0 0 0 0 0

409 405 410 429 430 434 429 433 422 418

72 71 72 60 72 70 62 62 63 64

35 35 35 29 36 36 32 32 33 33

37 36 37 31 36 34 30 30 30 31

95 101 95 121 107 111 112 111 107 104

30 28 28 31 30 31 31 31 27 27

16 15 12 14 13 13 13 13 13 13

4 3 3 3 4 6 7 7 7 5

45 55 52 73 60 61 61 60 60 59

242 233 243 248 251 253 255 260 252 250

200 186 174 162 154 148 146 138 131 127

197 184 171 161 153 148 145 137 130 126

3 2 3 1 1 0 1 1 1 1

609 591 584 591 584 582 575 571 553 545

111 142 132 126 133 118 4 6 20 25

5

0 0 △ 5 0 0 0 0 0 0 0

111 142 127 126 133 118 4 6 20 25
12 7 5 6

11 24 14 10 16 11 12 7 5 6

710 865 904 1,135 1,110 1,285 1,423 1,393 1,372 1,387

37 39 28 83 149 101 80 80 80 80
110 82 82 82

37 46 25 75 70 89 110 82 82 82

24 32 9 73 68 85 108 80 80 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

610 610 606 636 632 630 550 549 547 545

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 7 19 39 39 79 99 197 91 46

33 32 30 24 25 26 23 24 26 27

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

11 5 3 3 29 52 95 3 1 1

71 45 53 67 94 159 218 225 119 75

71 45 53 67 94 159 218 225 119 75

54 33 107 60 95 158 189 195 193 120

10 10 17 12 10 10 10 10 10 10

330 242 260 219 209 223 271 324 229 236

384 275 367 279 304 381 460 519 422 356

313 230 314 212 210 222 242 294 303 281

241 129 160 80 87 82 122 285 284 253

70 100 150 130 120 135 120 0 10 20

2 1 4 2 3 5 0 9 9 8

313 230 314 212 210 222 242 294 303 281

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 150 130 120 135 120 0 10 20 20

1,049 814 573 393 223 5,228 5,056 4,929 4,791 4,601

1,049 814 573 393 223 5,228 5,056 4,929 4,791 4,601

（２）他会計繰入金

年　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

111 123 109 82 81 67 27 26 25 24

111 123 109 82 81 67 27 26 25 24

35 33 31 25 26 28 24 25 27 28

35 33 31 25 24 26 24 25 27 28

2 2

2 0う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

うち料金収入に計上すべき繰入等

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

資本的収支分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

うち建設改良費・準建設改良費に係るもの

う ち そ の 他 に 係 る も の

収 益 的 収 支 分

計 (F)

企業債現在高

３． 繰 越 工 事 資 金

４． そ の 他

損 益 勘 定 留 保 資 金

２． 利 益 剰 余 金 処 分 額

(D)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額  (D)-(C) (E)

資

本

的

支

出
５． そ の 他

３． 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

２． 企 業 債 償 還 金

う ち 未 収 金

流 動 負 債 (K)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)

流 動 資 産 (J)

特 別 損 益 (F)-(G) (H)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

特 別 利 益

特 別 損 失 (G)

(F)

支 出 計 (D)

経 常 損 益 (C)-(D) (E)

(2) そ の 他

２． 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息

(3) 減 価 償 却 費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

(2) 経 費

基 本 給

退 職 手 当

そ の 他

収 入 計 (C)

収

益

的

支

出

１． 営 業 費 用

(1) 職 員 給 与 費

(2) そ の 他

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

２． 営 業 外 収 益

(1) 補 助 金

(3) そ の 他

(2) 受 託 工 事 収 益 (B)

(A)

(1) 料 金 収 入

0不 良 債 務 比 率 （
(L)

(A)-(B)
×100

地方財政法施行令第19条第１項により算定した
資金の不足額

(M)

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (N)

１．

計 (A)

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

） 0 0

0

0

0

0

0） 0

う ち 未 払 金

不 良 債 務 (L)

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

( I )

(A)-(B)

う ち 一 時 借 入 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100

１． 営 業 収 益

資 金 不 足 比 率 ((M)／(N)×100)

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

１． 企 業 債

２．

３．

工 事 負 担 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

他 会 計 借 入 金

(E)-(F)

(B)

建 設 改 良 費

純 計 (A)-(B) (C)

積立金現在高

４．

５．

６．

７．

８．

９．

補 て ん 財 源 不 足 額

う ち 職 員 給 与 費

そ の 他

４． 他 会 計 へ の 支 出 金

計

補

て

ん

財

源

１．

他 会 計 負 担 金

0

0

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

0 0

0

0

0

0

0

0

0



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113.3 122.9 122.4 116.1 118.0 114.3 93.8 94.1 97.2 98.5

118.2 124.0 122.6 121.3 122.8 120.3 100.7 101.1 103.6 104.6

118.2 124.0 121.6 121.3 122.8 120.3 100.7 101.1 103.6 104.6

149.2 150.7 147.8 148.3 148.4 146.5 129.4 128.0 130.9 131.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.4 16.8 15.2 11.4 11.3 9.6 4.7 4.5 4.4 4.2

15.4 16.8 15.2 11.4 11.3 9.6 4.7 4.5 4.4 4.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

49.3 73.3 58.5 37.3 27.7 17.6 11.0 11.1 22.7 37.3

49.3 73.3 58.5 37.3 25.5 16.4 11.0 11.1 22.7 37.3

2.2

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

　うち赤字補てん的なもの　　　　

(％)

(％)
(％)

うち基準内繰入金

うち基準外繰入金

資本的収入分 (％)

　うち赤字補てん的なもの　　　　

(％)

(％)

(再掲)

(再掲)

うち基準外繰入金 (％)

うち基準内繰入金

収益的収支比率（法非適用）

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

(％)

(％)

営業収支比率（法適用） (％)

累積欠損金比率（法適用） (再掲)

総収支比率（法適用） (％)

経常収支比率（法適用） (％)

(％)

資金不足比率 (％) (再掲)

料金回収率※ (％)

繰
入
金
比
率

収益的収入分 (％)

(％)

　うち料金収入に計上すべき繰入等



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

　営業収益で１億以上の純利益をあげていること、平成17年度決算より料金回収率が100を超えていることから、平成20年度より減額方針での料
金改定を実施した。合併により旧町ごとに異なっている簡易水道料金を合併後５年を目途に調整することとなっており、その際、上水道、簡易水道
を問わず「市内同一水道料金」が目標であるため、簡易水道料金の改定見込みとも併せた見直し額を模索した結果、約13％の減額改定となっ
た。
　料金収入については、給水区域内人口の減少を受けて平成18年度決算で初めて給水収益減となり、平成19年度決算も減となった。今後の方
向としては、現在工事中の下水道の供用開始することの効果として平成20年～平成22年度はわずかに有収水量の増加（0.05％）を見込むもの
の、その後は減少方向（-0.01％）と推測するが、料金改定により平成20年度から料金収入は減額となる。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

　基準内繰入を基本として繰り入れてきたが、平成20年度には給水原価の基準額を下回る見込みであるため高料金対策補助金については19年
度以降見込んでおらず、消火栓に関する費用と統合した簡易水道債元利償還金の１/２を繰入する見込である。

　各施設の老朽化が目立ち、平成19年度～平成23年度の５カ年計画で浄水場の改修工事に約４億、平成20年度～平成26年度の７年計画で老
朽水管橋の改修工事に約３億予定している。その財源については、今後の元利償還金負担額も考慮し、事業費の５割を企業債借入、５割を留保
資金で対応する。

・　経費のなかで大きなウエイトを占める人件費であるが、平成15年度に民間に委託した浄水場の運転管理業務が軌道に乗り、業務を任せられ
るようになったことにより平成20年より１名減を見込むことができる。
・　平成21年度には新築される市庁舎に水道局が入る予定である。一部経費は負担するものの、老朽化に対応する修繕費、暖房用灯油代、デマ
ンド方式で契約している最大電力使用量の減少による動力費などで約300万円の節減が見込まれる。



Ⅳ　経営健全化に関する施策

◇　技能労務職員に相当する職種に
　従事する職員等の給与のあり方

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方

２　物件費の削減、指定管理者制度の活用等
民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　維持管理費等の縮減その他経営効率
　化に向けた取組

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用

項　　　　目 具　体　的　内　容

１　行革推進法を上回る職員数の純減や人件
　費の総額の削減

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

◇　国家公務員の給与構造改革を踏
　まえた給与構造の見直し、地域手
　当のあり方

　水道事業の維持管理及び運営は、本来水道事業者自らが行う業務であるが、浄水場の運転管理など専門的技術が必要な部署に水道プロ
パー職員が配置されてないため技術の継承が図れていない現状である。適正な維持管理及び運営を行うためには、民間が有する技術力、経営
ノウハウを有効に活用し、その相乗効果により業務の効果、効率性、需要者の満足度を高めていくものとする。
　なお、浄水場の施設管理については、平成15年度より民間業者への委託を行っている。委託も5年目となり委託業務も軌道に乗ったり任せられ
るようになったことから、２０年度より1名の職員減体制を予定している。・・・・課題⑤
今後は、検針業務についても個人への委託から料金の回収を含めた形での民間業者委託を検討する。

・　平成21年度に完成する市庁舎内へ水道局事務所を移転することにより、事務所維持経費の削減が見込まれる。・・・課題④
・　地域情報通信基盤整備事業として、地上デジタル放送の受信にあわせ市内全域に光ケーブル網を配置する。上水関係のテレメーター等もこ
の回線に乗り換えることにより回線専用料が不要となる。・・・課題④

　「宍粟市定員適正化計画」を平成17年度に策定し、組織の簡素化、運営の効率化を進め職員数の削減を進めている。当計画により計画当初の職員総数
（H17.4.1合併時861人）を平成22年4月1日の職員総数を802人に設定し、計画的な職員数の削減に努めている。（対17比較△59人【△6.8％】、H19.4.1現在 職員
総数822人）
　また、今後も採用調整等により目標数値まで削減に努め、22年以降については「宍粟市定員適正化計画」を更新し、更なる計画的な職員数の削減に努める。

　宍粟市行政改革大綱に基づき、各種手当の総点検を行い、特殊勤務手当のうち業務の特殊性の認められにくい手当については、廃止するものととし、給料表
についても人事院勧告に基づき適正な運用に努めていく。・・・課題⑤

　平成18年4月より、国家公務員の給与構造改革による給与構造の見直しを行い、新給料表を導入することにより、一般行政職給料表で平均△4.8％の削減を
図った。また、地域手当については、平成17年度まで調整手当（5％）を支給していたが、給与構造改革を踏まえ、当市が無支給地であることから平成18年度よ
り廃止し、給与削減を図っている。・・・・課題⑤

　技能労務職員の給与についての情報公開については、市ホームページにおいて他団体や民間との比較を行うなど積極的に行っている。また、今年度末を目
標として「技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針」を策定し、策定しだいホームページ等において公表に取り組む。

　退職時特別昇給については、平成１７年度より廃止しており適正な運用に努めている。
　定員適正化計画に基づく人員削減により人件費圧縮を図るため、広く勧奨退職者を募集している。この応募者数を増加させるため勧奨退職者に特別昇給措
置を行っているが、平成18年度から3か年の特例措置と考えており、平成21年度からは廃止する。

　共済制度（健康保険・年金）は、県の市町村職員共済組合等に加入しており、また、互助制度については県の町村職員互助会へ加入することで対応しており、
事業主負担割合についても平成１７年度に県において見直しを行い適正な運営に努めている。・・・・課題⑤



Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱに付した

　　　課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。

　　　なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

３　コスト等に見合った適正な料金水準への
　引上げ、売却可能資産の処分等による歳入
　の確保

○　料金水準が著しく低い団体にあって
　は、コスト等に見合った適正な料金水
　準への引き上げに向けた取組

項　　　　目

○　経営健全化や財務状況に関する情報
　公開

４　経営健全化や財務状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政評価の導入

５　その他

 行政評価については、全ての部・局を対象に平成１８年度事務事業評価の試行実施をした。平成１９年度は、補助金等事務事業を対象に事務事業評価を実施
している。また、地域水道ビジョンの策定を行いその中で水道事業ガイドラインにより業務指標を作成する。今後は、必要性、公平性、有効性、効率性、経済性
の視点から現行の事務事業を見直し、更なる事務事業の効率化及び休止・廃止を踏まえた必要性について検討をする。

・　県下一高い水道料金設定となっており、著しく料金水準が低いとは認識していない。平成２０年度より約１３％の下げ幅での改定を実施し
た。・・・・課題①
・　未収金の徴収対策として、徴収嘱託員1名を雇用している。今後も引き続き雇用し未収金の回収を図る方針である。・・・・課題②
・　留保資金の有効活用のため、平成18年度に県債を購入した。今後も資産の有効活用を図る予定である。・・・・課題③

具　体　的　内　容

 市公式ホームページや市広報紙を有効に活用し、わかり易い決算状況等の公表に努める。（毎年６、１１月広報誌及びＨＰにて決算状況等を公
開）



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

課　題

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他

取　組　み　及　び　目　標

Ⅳ-１
  定員適正化計画により、職員総数の適正化のため平成20年度に1名の人員削減を行い、年間780万円を削減する。。
また、平成１8年度4月より、国家公務員の給与構造改革による給与構造の見直しを行い、新給料表を導入することにより、一般職給料表で平均△4.8％の削減を
図った。地域手当については、平成17年度まで調整手当（5％）を支給していたが、給与構造改革を踏まえ平成18年度より廃止したことにより、上水会計で年間
280万円の節減がされた。さらに、県内旅費の日当の廃止や時間外勤務の抑制に努め人件費総額の削減に取り組んでいる。
Ⅳ-２
　公営企業会計職員の定数は10名となっているが、各年度の事業量等を考慮しながら変動させている。平成19年度は９名体制であるが、民間委託している浄水場
運転管理業務が軌道に乗ったため、20年度より８名体制で業務にあたる予定である。

Ⅳ-２
　・新しく建設される市庁舎（平成19年度～20年度）に平成21年４月より水道局事務所が移転することにより浄水場で使用する最大電力料が減少する。デマンド
方式での契約であるため動力費の減少が見込まれるほか、老朽化が進んでいる水道庁舎の維持管理経費削減にも繋がることから、年間300万円程度の節減を見込ん
でいる。
　・地域情報通信基盤整備事業（平成20年度～21年度）として、地上デジタル放送の受信にあわせ市内全域に光ケーブル網を配置する。それに併せて上水関係の
テレメーター等もこの回線に乗り換えることにより、平成22年度より回線専用料が約240万円不要となる。
Ⅳ-３
　・現在、欠損金は生じておらず、今後も健全経営を行っていく。
　・料金に関しては平成20年度に約13％の減額改定を実施した。
　・留保資金の運用を図り、平成18年に県債を購入したことにより、今後５年間２４０万円の収入が約束されている。今後も運用を図っていく。
　・徴収嘱託員を１名雇用して料金の回収にあたっており、過年度未収金や現年料金を訪問徴収している。その過年度分徴収実績としてはⅤ-2に示した額であ
る。今後も同様に未収金の回収にあたり約700万円の徴収が見込まれる。

　基準内繰出しとしては、昭和55年度に借入した同和対策事業関連事業の水道事業債元利償還金を全額一般会計から補填していただいているが、この償還も平成
19年度で終わるため、その後の基準外繰出しは予定していない。


